
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
観察光学系を内蔵した内視鏡による内視鏡像を撮像するＴＶカメラと、 ＴＶカメラに
接続されるＴＶカメラコードと、を覆う 医療用滅菌カバーにおいて、
前記ＴＶカメラ グリップ部と、

グリップ部の後端部に接続され

ことを特徴とする医療用滅菌カバー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ＴＶカメラ等の滅菌されていない医療器具を滅菌されたカバーで覆うための医
療用の滅菌カバーに関する。
【０００２】
【従来の技術】
洗浄・消毒による滅菌を行い難い治療用及び観察用の医療器具、例えば内視鏡の後端に接
続されるＴＶカメラアダプタ及びＴＶカメラコードあるいはライトガイドケーブル（以下
、ＬＧケーブルと記す）等が、予め滅菌されたカバー、つまり滅菌カバーにより覆うこと
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前記
ための

を挿入するための内部空間を形成する円筒形状の
前記 、前記ＴＶカメラコードを覆うためのドレープ部と、
前記グリップ部の内部空間内に前記ＴＶカメラが挿入され、且つ前記ドレープ部が前記Ｔ
Ｖカメラコードを覆った状態で前記グリップ部と前記内視鏡とを着脱自在に固定する前記
グリップ部に設けられた固定手段と、
を有する



で非滅菌のまま使用することを可能としたり、汚物などに汚染されることを防止したりす
る技術が、本出願人により提案されている。
【０００３】
特願平６－２５９５は、内視鏡挿入部後端に固定具を固定し、この固定具に固着されたシ
ートでＴＶカメラやカメラコードを覆うことによって、滅菌カバーとしている。
【０００４】
特願平５－２４５３９０は、硬性鏡の挿入部を覆うシース部と、ＴＶカメラやカメラコー
ドを覆うカメラコードカバーとを接続する硬質のシース本体からなり、硬性鏡、ＴＶカメ
ラ及びカメラコード全体を覆うように構成されている。
【０００５】
また、以下に示す公報では、ＵＳＰ４５２２１９６には、透明可撓性の袋状ケースでＴＶ
カメラを完全に覆い、その上からスコープを取り付ける技術が開示されている。
【０００６】
ＵＳＰ４８７８４８５には、ＴＶカメラ本体とカメラケーブルを覆うカバーの片側の側方
開口にＬＧケーブルのカバーを取り付け、挿入部の挿通部を粘着シートで固定した技術が
開示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
前述した技術資料に記載の発明のカバーは、カメラアダプタからカメラケーブルを全て薄
いシートで覆うように設計されているため、先ずカメラカバーにスコープ先端を挿入した
後、スコープ挿入部の後端側からカメラアダプタとケーブルを覆うようにして取り付けて
いる。
【０００８】
一般的に、スコープにＴＶカメラアダプタ及びＴＶカメラコードあるいはＬＧケーブル等
が接続された使用状態において、バランス良く、しかも操作性が良くなるように把持する
時、術者は接続部やカメラアダプタ近傍を持つことが多い。しかし、このカメラアダプタ
には突起部があり、ポリエチレンフィルム等の柔らかい材質で構成されているカバーの上
から強く把持した場合は、この突起部に引っかかって破れる可能性がある。
このように、カメラアダプタを洗浄せずに、不潔のまま使用したときに、万一カバーが破
れたりすると、カバー表面等の清潔域が汚染され易くなるという問題があった。
【０００９】
また、特願平５－２４５３９０の発明の場合には、カバーの破れを防止するためシース本
体を把持することもできるが、シース本体は挿入部のシース部とカメラコードカバーを接
続するためのものであるため、把持しやすい形状にはなっていないので、長時間の観察に
は適さないという問題があった。
【００１０】
また、カバーを使用しない場合でも、カメラアダプタやＬＧケーブル等が接続されている
部分は、非常に持ちづらいために、長時間把持していると非常に疲れるという問題があっ
た。
【００１１】
本発明は、以上の問題に着目してなされたもので、

医療用の滅菌カバーを提供することを
目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段および作用】
本発明は、観察光学系を内蔵した内視鏡による内視鏡像を撮像するＴＶカメラと、 Ｔ
Ｖカメラに接続されるＴＶカメラコードと、を覆う 医療用滅菌カバーにおいて、前
記ＴＶカメラ グリップ部と、 グリッ
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内視鏡の観察を行う場合に、ＴＶカメ
ラ及び接続部の凹凸の多い部分を把持しやすいグリップ部が覆い、内視鏡観察時に内視鏡
を把持しやすく、且つ体内に挿入してもＴＶカメラやコードが汚れる虞がなく、ＴＶカメ
ラやコードを滅菌することなく繰り返し使用できる

前記
ための

を挿入するための内部空間を形成する円筒形状の 前記



プ部の後端部に接続され

構成とした。
【００１３】
このように構成することにより、ＴＶカメラ本体及び接続部の凹凸の多い部分を把持しや
すいグリップ部が覆い、ＴＶカメラコード部をスリーブ状のドレープが覆うため、内視鏡
観察時に把持しやすくなると共に、体内に挿入してもＴＶカメラやコードが汚れる虞はな
いので、覆われるＴＶカメラやコードは滅菌することなく繰り返し使用できる。
【００１４】
【実施例】
以下に、図を参照して本発明の実施例について説明する。
【００１５】
図１は本発明の第１実施例に係り、内視鏡１の手元部、ＴＶカメラ３及びカメラコード４
に、グリップ６とドレープ７を被せた状態を示す斜視図である。
【００１６】
図１に示す内視鏡装置は、内視鏡１と、先端部に光を導くためのＬＧケーブル２と、内視
鏡１に内蔵される観察光学系によって結像された内視鏡像を撮影するＴＶカメラ３と、こ
のＴＶカメラ３に接続された、前記像を伝達するカメラコード４とからなる。内視鏡１と
ＴＶカメラ３との接続部５は硬質のグリップ６により覆われている。グリップ６後端から
は、ポリエチレン等の素材で構成されたスリーブ状のドレープ７がカメラコード４を包む
ように伸びている。なお、グリップ６とドレープ７は、接着や超音波溶着、熱溶着、化学
溶着等の溶着手段により固着されている。
また、グリップ６は接続部５に、例えば固定ツマミ８を締めつけることにより、着脱自在
に固定されている。なお、グリップ６を固定する箇所は、接続部５に限らず、ＴＶカメラ
３でも内視鏡１の後端部であっても良い。
【００１７】
以上のように構成された本実施例では、予め滅菌されたグリップ６とドレープ７を使用す
るため、このグリップ６及びドレープ７の内外間で汚染物の出入りがないので、ＴＶカメ
ラ３、及びカメラコード４は滅菌しない状態でも繰り返し使用できる。
【００１８】
また、グリップ６が接続部５を覆っているため、比較的凸部が多い接続部５を把持したと
きに、この凸部によりドレープ７に穴が開くことを防ぐことができる。更に、最も把持す
る可能性の高い部分が、把持しやすい形状のグリップ６で覆われているため、術者が把持
しやすい。
【００１９】
図２は本発明の第２実施例に係り、内視鏡９の手元部、ＴＶカメラ３及びカメラコード４
に、グリップ１０とドレープ７を被せた状態を示す外観図である。
【００２０】
本実施例はグリップ１０と内視鏡９の形状が一部異なることを除くと第１実施例と同じで
ある。第１実施例と同様の構成及び作用については、同じ符号を付して説明を省略する。
【００２１】
内視鏡９は、ＬＧケーブル２が接続部５の近傍から分岐した構成となっている。このため
、グリップ１０とドレープ７は、接続部５とカメラコード４に加えて、ＬＧケーブル２も
覆うことができる形状になっている。また、グリップ１０の先端部は、内視鏡９の挿入部
外径に合わせて絞られている。
【００２２】
以上のように構成された本実施例では、ＴＶカメラ３やカメラコード４だけでなく、ＬＧ
ケーブル２も滅菌しない状態で使用することができる。さらに、第１実施例に比べて、グ
リップ１０の先端部は、内視鏡９の挿入部外径に合わせて絞られているので、より滅菌効
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、前記ＴＶカメラコードを覆うためのドレープ部と、前記グリッ
プ部の内部空間内に前記ＴＶカメラが挿入され、且つ前記ドレープ部が前記ＴＶカメラコ
ードを覆った状態で前記グリップ部と前記内視鏡とを着脱自在に固定する前記グリップ部
に設けられた固定手段と、を有する



果が高くなる。また、ＬＧケーブル２の接続部もグリップ１０により覆われるため、術者
の把持する部分の近傍には突起物がなくなり、より把持し易くなる。
【００２３】
図３は本発明の第３実施例に係り、本発明の内視鏡１４、ＴＶカメラ３及びカメラコード
４に、グリップ１５とドレープ７を被せた状態を示す断面図である。
【００２４】
本実施例は、グリップ部と内視鏡１４の形状が一部異なることを除くと第２実施例と同じ
である。第２実施例と同様の構成及び作用については、同じ符号を付して説明を省略する
。
【００２５】
内視鏡１４とＴＶカメラ３の接続部５を覆うグリップ部は、グリップ１５の先端側の雄ネ
ジ１５ａに螺合する締め付け部材１６、及びこのグリップ１５と締め付け部材１６の間に
挟み込まれたパッキン１７で構成されている。また、グリップ１５の内径部には、内視鏡
１４の挿入部と略嵌合する細径部１５ｂが設けられている。グリップ１５の後端には、ド
レープ７が接着や超音波溶着、熱溶着、化学溶着等の溶着手段により固着されている。
【００２６】
グリップ部を内視鏡１４に取り付ける際は、先ず内視鏡１４の挿入部先端よりグリップ１
５を適当な位置まで挿入する。続いてパッキン１７と締め付け部材１６を挿入し、パッキ
ン１７を挟み込みながら締め付け部材１６を締めつける。この締め付け部材１６を締めつ
けるにつれて、パッキン１７は弾性変形して、グリップ１５とパッキン１７間、内視鏡１
４とパッキン１７間をそれぞれ水密状態に固定し、同時に内視鏡１４及び接続部５とグリ
ップ１５は固定される。
【００２７】
以上のように構成された本実施例では、パッキン１７を介して固定するために、内視鏡１
４とグリップ１５を確実に固定できるだけではなく、水密状態を維持できる防水シール効
果もある。従って、ＴＶカメラ３、カメラコード４及び接続部５等の不潔域に付着してい
るゴミ等が清潔域に落ちるのを防ぎ、且つ内視鏡１４に付着した血液等がグリップ部内に
入り込んでＴＶカメラ３、カメラコード４及び接続部５を汚染するのを防ぐ効果がある。
【００２８】
また、第１実施例や第２実施例のようにグリップ部の外部に固定ツマミ８のような凸部が
突き出ることがないので、把持しやすいという効果がある。
【００２９】
また、内視鏡とグリップ部の固定と、防水シールを本実施例のように同時に行うことは、
スペースを無駄にすることないという点で効果があるが、固定と防水シールは、各々別な
構成としてもよい。すなわち、固定方法として、図１の固定ツマミ８のようなネジや、圧
入、またはスナップフィット等の手段が、シール方法として、パッキン、または圧入等の
手段が考えられ、これらを任意に組み合わせてもよい。
【００３０】
図４は本発明の第４実施例に係り、内視鏡９、ＬＧケーブル２及びカメラコード４に、グ
リップ２０とドレープ７を被せた状態を示す外観図である。
【００３１】
本実施例は、グリップ２０とスリーブ２１の形状が異なることを除くと第２実施例と同じ
である。第２実施例と同様の構成及び作用については、同じ符号を付して説明を省略する
。
【００３２】
本実施例では、グリップ２０にスリーブ２１が、接着や超音波溶着、熱溶着、化学溶着等
の溶着手段により固着されている。このスリーブ２１は内視鏡９の
挿入部を覆っている。また、このスリーブ２１の先端部と、照明と観察が可能な透明部材
とが、内視鏡９の先端面と当接するように固着されている。
【００３３】
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以上のように構成された本実施例では、把持のし易さに加えて、内視鏡９、ＴＶカメラ３
、及びカメラコード４は全て、滅菌しない状態、又は極簡単に滅菌する程度で繰り返し使
用することができる。
【００３４】
図５乃至図６は本発明の第５実施例に係り、図５はグリップ２４の近傍を示す外観図、図
６はグリップ２４から押しボタン２６を外した状態を示す外観図である。
【００３５】
本実施例は、グリップ２４にボタン２６が追加となったことを除くと第２実施例と同じで
ある。第２実施例と同様の構成及び作用については、同じ符号を付して説明を省略する。
【００３６】
ＴＶカメラ３にはビデオ録画用等のスイッチ２５が設置されており、このスイッチ２５と
相対した位置のグリップ２４上に、弾性部材で構成されたプッシュ式のボタン２６が設け
られている。ボタン２６は、図６に示すように円周方向にＵ字状の溝を有しており、この
溝が、グリップ２４に設けられた開口穴２７と係合することにより、ボタン２６がグリッ
プ２４に着脱自在に取り付けられている。
【００３７】
以上のように構成された本実施例では、ボタン２６を押すと、相対したＴＶカメラ３のス
イッチ２５がボタン２６の弾性変形により押され、録画状態になる。ボタン２６から手を
離すと、ボタン２６の弾性力により元の形状に復帰するため、スイッチ２５は切れて録画
待機状態となる。
【００３８】
なお、スイッチ２５、ボタン２６はビデオの録画用のためだけではなく、送水・吸引用の
スイッチや撮像状態を変更するスイッチ等、どのようなスイッチを用いても、また１つ又
は複数個で構成してもよい。
【００３９】
また、グリップ２４とボタン２６の固定は、本実施例のような係合式ではなく、接着や溶
着等でもよい。
【００４０】
図７乃至図１３は本発明の第６実施例に係り、図７は内視鏡にシースとグリップを取り付
けた状態を示す断面図、図８は内視鏡とシースの挿入部の先端部を示す断面図、図９はス
ペーサの形状を示す平面図、図１０は第２のスペーサの形状を示す平面図、図１１は第３
のスペーサの形状を示す平面図、図１２は第４のスペーサの形状を示す平面図、図１３は
第５のスペーサの形状を示す平面図である。
【００４１】
本実施例は、シース及び吸水管が追加となったことを除くと第４実施例と同じである。第
４実施例と同様の構成及び作用については、同じ符号を付して説明を省略する。
【００４２】
図７に示すように、本実施例のグリップ３０は、その先端側に洗浄シース３１を着脱自在
にネジ込み取り付けできるように構成されている。洗浄シース３１には、手元側に図示し
ない給水源から送水するための送水管３２を接続する接続口３１ａが設けられている。更
に、洗浄シース３１の内側で、接続口３１ａより手元側の太径部に、パッキン１７が着脱
自在に収納され、内視鏡９の先端部側と接続部５との間を水密に保っている。
【００４３】
内視鏡９とＴＶカメラ３は接続された後、グリップ３０と固定ツマミ８により固定され、
洗浄シース３１の挿入部内は、内視鏡９の外径と洗浄シース３１の内径の間に送水用の空
間３６が設けられている。
【００４４】
図８に示すように、洗浄シース３１の先端部は、内側に折り曲げた円周状の縁３４が設け
られている。内視鏡９の挿入部先端面と、この縁３４との間には弾性部材で形成されたス
ペーサ３５が装着され、内視鏡９の挿入部先端面と縁３４の間を水密に保持している。
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【００４５】
図９に示すように、スペーサ３５は、外周３５ｂが洗浄シース３１の内径とほぼ同径か、
または僅かに小さい径で構成され、内穴３５ａは内視鏡９の照明部と観察部等を覆うカバ
ーガラス３８に対応した部分に設けられ、この内穴３５ａと外周３５ｂとの間には切欠部
３７が設けてある。
【００４６】
以上のように構成された本実施例での作用は、挿入部手元側を内視鏡９の外径部と洗浄シ
ース３１の内径部の間をパッキン１７で水密に保持し、先端部を内視鏡９の挿入部の先端
面と洗浄シース３１の縁３４の間をスペーサ３５で水密に保持しているため、図示しない
送水源より送水管３２及び接続口３１ａを通して生理食塩水などの清浄な液体を空間３６
内に流すと、空間３６内の唯一の開口部となる切欠部３７から流れ出す。
【００４７】
従って、切欠部３７から流れ出した清浄な液体は、カバーガラス３８の表面を流れるため
、カバーガラス３８の表面の汚れ、くもり等を洗い流す。
【００４８】
以上のように構成された本実施例では、パッキン１７やスペーサ３５を介して取り付ける
ために、内視鏡９、ＴＶカメラ３及び接続部５を確実に固定できるだけではなく、水密状
態を維持できる。従って、不潔域であるＴＶカメラ３、カメラコード４及び接続部５等に
付着しているゴミ等が清潔域に落ちるのを防ぐ。
更に、内視鏡９先端部のカバーガラス３８の表面が汚れたり、くもったりした場合でも容
易に洗浄することができる。
【００４９】
なお、切欠部３７の幅を変えることにより、カバーガラス３８の洗浄力を調整することが
できる。すなわち、切欠部３７の幅を狭く設定すれば、流水の勢いは強くなるため、より
洗浄力は強くなり、幅を広く設定すればより広い範囲の洗浄ができる。
【００５０】
また、本実施例では、スペーサ３５の形状が切欠部３７を有する場合について説明したが
、洗浄水をカバーガラス３８に向かって流すことができれば、他の形状であってもよい。
【００５１】
すなわち、図１０に示すように、スペーサ３５の片面に放射線状の少なくとも１つの溝４
０を設けたり、図１１に示すように、スペーサ３５の片面に格子状の溝４１を設けて、こ
の溝４０、４１のある面を各々内視鏡９の先端面側に当接させてもよい。
【００５２】
このように構成すると、液体はこの溝に沿って流れるので、泡の発生や乱れがなく、空間
３６から内視鏡９のカバーガラス３８に向かってスムーズに吹き付けられ、カバーガラス
３８の表面に付着した広範囲の汚れを洗い流すことができる。
【００５３】
また、図１２に示すように、スペーサ３５の切欠部３７に加えて、外周３５ｂの周面の厚
さ方向に少なくとも１つの溝４２を設けたり、図１３に示すように、厚さ方向に少なくと
も１つの貫通した穴４３を設けてもよい。
【００５４】
このように構成すると、切欠部３７から流れる液体に加えて、この溝４２、または穴４３
を通して僅かに流れる液体が、内視鏡９のカバーガラス３８に向かって吹き付けられるた
め、カバーガラス３８の表面全体を洗い流すことができる。
【００５５】
以上説明した各実施例において、グリップ部の形状が円筒形状の場合について説明したが
、グリップの形状は、術者が把持しやすく、疲労の少ない形状になっていればどの様な形
状をしていてもよい。例えば、図１４（ａ）、（ｂ）に示したようなグリップ形状でもよ
い。
【００５６】
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図１４（ａ）に示したグリップ４６は、術者が把持し易いように指に沿った凹部４７が設
けられている。また、図１４（ｂ）に示したグリップ４８は、術者が把持したときに滑り
落ちることがないように、フランジ部４９が設けられている。
【００５７】
ところで、以上説明した各実施例において、内視鏡は、可撓性の内視鏡であっても、可撓
性のない硬性鏡であってもよい。次に、その硬性鏡の場合の光学系の構成について説明す
る。
【００５８】
従来の光学系を構成しているレンズの組立は、ＥＰ０３７０１９１やＥＰ０５８７１７７
に開示されているように、外套間にレンズ、間隔管、レンズ、間隔管と交互に組み込むこ
とで行っており、組立に要する時間が多く掛かり、製造コストが安くならない原因となっ
ていた。
近年、レンズの素材として、光学ガラスだけでなく、合成樹脂を使用して製造コストを低
減させているが、更に製造コストの低減が要望されている。
【００５９】
図１５は、合成樹脂製のレンズ５１と間隔管５２とを交互に装着する状態を示す断面図、
図１６は、レンズ５１と間隔管５２とを交互に装着して光学系の一部を構成した部組５３
を外套管５４に装着する状態を示す断面図である。
【００６０】
図１５に示すように、合成樹脂製のレンズ５１には、間隔管５２の内径５２ａと嵌合する
嵌合部５１ａと、間隔管５２の端面５２ｂと当接する当接部５１ｂとが設けてある。
【００６１】
レンズ５１と間隔管５２の組立は、まず間隔管５２をレンズ５１の両側より挿入し、順次
レンズ５１、間隔管５２を組み込んで、図１６に示す光学系の部組５３を構成する。次に
、部組５３を外套管５４の内部に組み込むことにより、光学系のユニットが完成する。
【００６２】
以上のように構成することにより、レンズ５１と間隔管５２は互いに、嵌合部と当接面を
有しているので、特別な注意を払うことなく機械的に組み立てを行っても、各レンズ５１
の光軸と間隔の位置精度を確保できるため、組立工数を短縮することができ、製造コスト
を低減することができる。
【００６３】
なお、レンズの間隔決めをしている当接面は、レンズ間隔が確保できれば他の形状であっ
てもよい。即ち、図１７に示すように、間隔管５６の片側には少なくとも１つのカム溝５
６ａを形成し、レンズ５７の外周には、カム溝５６ａに相対した位置に突起５７ａを設け
てもよい。組み立ての際は、この突起５７ａをカム溝５６ａに合わせて、レンズ５７を間
隔管５６に嵌合挿入した後、カム溝５６ａに沿ってレンズ５７を回転させて、突起５７ａ
を所定の位置に固定させるようにすれば、レンズ５７と間隔管５６は、各レンズ５７の光
軸と、間隔の位置精度を確保できるため、組立工数を短縮することができ、製造コストを
低減することができる。
【００６４】
また、図１８に示すように、間隔管５８にはスナップフィットを形成する少なくとも１つ
の係止爪５８ａを形成し、レンズ５９の外周には、係止溝５９ａを設けてもよい。組み立
ての際は、レンズ５９を間隔管５８に嵌合挿入して、互いにスナップフィットを形成する
係止爪５８ａと係止溝５９ａを係止させて、位置決めと固定をする。このように構成すれ
ば、ワンタッチで組み立て、固定ができるため、更に製造コストの低減ができる。
【００６５】
なお、レンズの素材としては、合成樹脂のＰＭＭＡ、ポリオレフィン樹脂、ＰＳ、ＰＣ等
の透明度の高い樹脂が考えられる。また、ガラスレンズにより構成しても同様の効果が得
られる。
【００６６】
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なお、以上説明した各実施例では、内視鏡にＴＶカメラを接続する場合について説明した
が、本願発明は、ＣＣＤ等の固体撮像素子を内視鏡の挿入部内に内蔵するタイプの内視鏡
にも適用することが可能である。この場合は、内視鏡と信号コードとの接続部にグリップ
を取り付けるようにすればよい。
【００６７】
また、以上説明した各実施例において、本願の主旨を逸脱しない範囲で任意に組み合わせ
ることが可能である。
【００６８】
［付記］
以上詳述したように本発明の実施態様によれば、以下のような構成を得ることができる。
すなわち、
［付記１］　　結像光学系と固体撮像素子を内蔵した内視鏡と、この内視鏡に接続される
像信号を伝送する信号コードと、を覆う医療用滅菌カバーにおいて、前記内視鏡と信号コ
ードとの接続部近傍を覆うグリップ部と、このグリップ部の後端部に接続されたスリーブ
状のドレープと、を具備したことを特徴とする医療用滅菌カバー。
【００６９】
［付記２］　　観察光学系を内蔵した内視鏡による内視鏡像を撮像するＴＶカメラと、こ
のＴＶカメラに接続されるＴＶカメラコードと、を覆う医療用滅菌カバーにおいて、前記
ＴＶカメラ近傍を覆うグリップ部と、このグリップ部の後端部に接続されたスリーブ状の
ドレープと、を具備したことを特徴とする医療用滅菌カバー。
【００７０】
［付記３］　　付記１項または２項に記載の医療用滅菌カバーであって、前記グリップ部
は、少なくとも１つの凸部、または凹部を有する。
【００７１】
［付記４］　　付記１項または２項に記載の医療用滅菌カバーであって、前記グリップ部
に、前記内視鏡に固定するための固定手段が具備されている。
【００７２】
［付記５］　　付記１項または２項に記載の医療用滅菌カバーであって、前記グリップ部
に、前記内視鏡の挿入部側と接続部側との間にシール部材が具備されている。
【００７３】
［付記６］　　付記５に記載の医療用滅菌カバーであって、前記シール部材は固定部材も
兼ねている。
【００７４】
［付記７］　　付記１項または２項に記載の医療用滅菌カバーであって、前記グリップ部
の先端部側に前記内視鏡の挿入部を覆うスリーブが設けられている。
【００７５】
［付記８］　　付記１項または２項に記載の医療用滅菌カバーであって、前記内視鏡上の
スイッチを、前記グリップ部の外から操作可能な少なくとも１つのスイッチ状の弾性部材
がが設けられている。
【００７６】
［付記９］　　間隔管によりレンズ間隔を設定する光学系を有する内視鏡において、レン
ズ自身に位置決め部位を設けたことを特徴とする内視鏡。
【００７７】
［付記１０］９項記載の内視鏡であって、前記位置決め部位は、前記レンズ外周に設けた
リング状の太径部である。
【００７８】
［付記１１］間隔管によりレンズ間隔を設定する光学系を有する内視鏡において、レンズ
と間隔管とで位置決め機構を構成したことを特徴とする内視鏡。
【００７９】
［付記１２］１１項記載の内視鏡であって、前記位置決め機構は、前記レンズの外周に設
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けた少なくとも１つの突起部と、前記間隔管に設けた前記突起部と係合する細溝と、で構
成されている。
【００８０】
［付記１３］１１項記載の内視鏡であって、前記位置決め機構は、前記レンズ外周の周方
向の係止用溝と、前記間隔管の端面部に係止用の爪と、を設けた。
【００８１】
［付記１４］１３項記載の内視鏡であって、前記係止用溝は、Ｖ溝、またはＵ溝である。
【００８２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の医療用滅菌カバーによれば、

内視鏡を把持し易く、且 内に挿入してもＴＶカメラやコードが汚れる虞はな
いので、覆われるＴＶカメラやコードは滅菌することなく繰り返し使用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の第１実施例を示す斜視図である。
【図２】図２は本発明の第２実施例を示す外観図である。
【図３】図３は本発明の第３実施例を示す断面図である。
【図４】図４は本発明の第４実施例を示す外観図である。
【図５】図５乃至図６は本発明の第５実施例に係り、図５はグリップ部近傍を示す外観図
である。
【図６】図６はグリップ２４から押しボタン２６を外した状態を示す外観図である。
【図７】図７乃至図１３は本発明の第６実施例に係り、図７は内視鏡にシースとグリップ
を取り付けた状態を示す断面図である。
【図８】図８は内視鏡とシースの挿入部の先端部を示す断面図である。
【図９】図９はスペーサの形状を示す平面図である。
【図１０】図１０は第２のスペーサの形状を示す平面図である。
【図１１】図１１は第３のスペーサの形状を示す平面図である。
【図１２】図１２は第４のスペーサの形状を示す平面図である。
【図１３】図１３は第５のスペーサの形状を示す平面図である。
【図１４】図１４（ａ）は、凹部４７を設けた本願発明のグリップの外観図、図１４（ｂ
）は、フランジ部を有する本願発明のグリップの外観図である。
【図１５】図１５は、合成樹脂製のレンズ５１と間隔管５２とを交互に装着する状態を示
す断面図である。
【図１６】図１６は、レンズ５１と間隔管５２とを交互に装着して光学系の一部を構成し
た部組５３を外套管５４に装着する状態を示す断面図である。
【図１７】図１７は、間隔管５６とレンズ５７との取り付け機構である、カム溝５６ａと
突起５７ａを示す外観図である。
【図１８】図１８は、間隔管５６とレンズ５７との取り付け機構である、スナップフィッ
トを示す断面図である。
【符号の説明】
１、９、１４　内視鏡
３　ＴＶカメラ
４　カメラコード
５　接続部
６、１０、１５、２０、２４、３０、４６、４８　グリップ
７　ドレープ
２１　スリーブ
２５　スイッチ
２６　ボタン
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内視鏡の観察を行う場合に、
ＴＶカメラ及び接続部の凹凸の多い部分を把持しやすいグリップ部が覆い、内視鏡観察時
に術者が つ体



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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